
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

六

九

号

内
閣
衆
質
一
九
三
第
六
九
号

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
入
れ
墨
が
あ
る
人
の
公
衆
浴
場
で
の
入
浴
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
入
れ
墨
が
あ
る
人
の
公
衆
浴
場
で
の
入
浴
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
質
問
は
、
入
れ
墨
が
あ
る
者
（
以
下
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
入
れ
墨
が
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
公
衆
浴
場
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下

「
り
患
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
か
否
か
、
又
は
入
れ
墨
が
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
対
象
者
に
よ
る
公
衆
浴
場
に
お

け
る
入
浴
が
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
浴
槽
内
を
著
し
く
不
潔
に
し
、
そ
の
他
公
衆
衛
生
に
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
入
れ
墨
が
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
対
象
者
が
り
患

者
に
該
当
し
、
又
は
当
該
入
浴
が
当
該
行
為
に
該
当
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


